
 
 

地域間及び地域内運送ダイヤ改正について 

 
 
 郵便事業会社信越支社オペレーション部は、本日（2 月 20 日）「地域間及び地域内

運送ダイヤ改正」について地方本部に説明してきました。 
 
 標記案件は、昨年の「８．２８サービスレベル変更」及び「１０．１１運送便の増

強便設定」に伴い、既定臨時便として設定した運送便の既定便化、運行パターンの変

更や荷量に応じた車格の適正化等により、地域間及び地域内運送ダイヤを改正するも

のです。 
 別紙１・２の「便名変更」、「運行パターン変更」欄で「○」が記されている便につ

いて変更がかかり、青反転欄は２月１６日以降、全国的に調整が行なわれた便です。

一覧表によれば、新設６便、削除は３便実施されます。また、ダイヤグラム内では赤

表示が、変更箇所となります。 
 
 実施日は、始発支店基準で平成２４年３月１日（木）。 
 なお、本ダイヤ改正に関わる、労働力の増減及び服務表改正はありません。 
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